
平成２４年１０月１日付け改正労働者派遣法施行に伴い、当社の２０２４年度（2024年3月～2025年2月）に

おけるマージン率を公開いたします。

① 派遣労働者の数

② 派遣先の数

③
労働者派遣に関する
料金の平均額

④
派遣労働者の
賃金の平均額

⑤ マージン率

⑥ キャリア・コンサルティング窓口

⑨
労働者派遣法30条の4第1項の
労使協定の締結有無

⑩ 上記労使協定の有効期間

⑪
上記労使協定の対象となる
労働者の範囲

労働者派遣事業に於けるマージン率等の情報公開について

その他参考となると認められる事項
　（福利厚生関係等)

⑧ 社会保険料 ３，５９８円／日額

　　電話または事務所内での相談可
　　電話：０８６-２２７-１１２１

労働保険料 ２７８円／日額

計 ３，８７６円／日額（事業主負担分)

https://www.oec-o.co.jp/oec_saiyo/list/recruit_training/
⑦

キャリアアップ教育訓練制度
について

❒会  社  概  要

     ＯＥＣ株式会社

     岡山県岡山市北区本町６番３６号

     FAX　０８６－２２３－５９５２

     代表取締役社長　佐藤　俊治

事業所名称

　有

　２０２５年４月１日～２０２６年３月３１日

　期間を定めないで雇用される全ての派遣労働者

所在地

電話番号

代表者

     TEL　０８６－２２７－１１２１

     ２社

     日額   　２３，０２４円

事業内容      労働者派遣事業【許可番号：派３３－３００３５４】

❒情 報 提 供      ２０２４年度派遣事業報告書による

     ５名

     日額　   ２３，５５０円

     －２．３％（小数点1位未満は四捨五入）

　　教育制度


